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公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

 

 次のとおり、提案書の提出を求めます。 

  平成３１年３月２８日 

世田谷区 

１ 事業概要 

（１）件名 

   世田谷区受動喫煙防止普及啓発・改善依頼等業務委託 

（２）事業内容 

① 電話による『事実確認・普及啓発・改善依頼』【想定：450件程度（50件程度/月）】 
（ア）区が電話による『事実確認・普及啓発』が必要と判断した事案について、区の指示

に基づき、施設の施設管理者等へ電話をし、事実確認や制度等の普及啓発を行う。 

やりとりを詳細に記録し、区へメールで報告する。  

（イ）区が電話による『改善依頼』が必要と判断した事案について、区の指示に基づき、

施設の施設管理者等へ電話をし、改善依頼を行う。 やりとりを「個別対応記録表」

へ詳細に記録し、翌開庁日の午前中までに区へメールで報告する。 

 （ウ）区が電話による『改善再依頼』が必要と判断した事案について、区の指示に基づき

施設の施設管理者等へ電話をし、改善再依頼を行う。やりとりを詳細に記録し、区

へメールで報告する。 

 （エ）電話が繋がらない場合など、事実確認・普及啓発・改善依頼ができない場合などは

それらの状況を記録し、区へメールで報告する。 

 ②現地訪問による『事実確認・普及啓発・改善依頼』【想定：90件程度（10件程度/月）】   

（ア）受託者が現地訪問をして『事実確認・普及啓発』が必要と区が判断した事案につい

て、区の指示に基づき、施設管理者等と日程調整を行い、現地訪問して、事実確認

や制度等の普及啓発を行う。現地の状況や、やりとりを詳細に記録し、区へメール

で報告する。 

（イ）区と受託者が現地訪問をして『改善依頼』が必要と区が判断した事案について、区

の指示に基づき、区ととともに施設管理者等を現地訪問し、改善依頼を行う。現地

の状況や、やりとりを詳細に記録し、区へメールで報告する。 

③その他 

（ア）電話回線を１回線以上 、区との連絡用にＦＡＸ回線を１回線及びメールアドレス

を１つ用意する。なお、回線の開設及び通話、受信等にかかる経費は、受託者が負

担する。 

（イ）区が提供するマニュアルについて、本業務の対応方法や得られた経験等を踏まえて

加除訂正する。（外部に公開・配布予定） 

（３）履行期間 

平成３１年(2019年)７月１日から平成３４年（2022年）３月３１日まで 

  ※契約は年度ごとに行い、各年度における本事業の予算配当があること、及び平成３２年（2020

年）度以降については前年度の履行実績が良好であることを契約締結の条件とする。 

（４）履行場所 

  受託者の事務所 
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（５）履行日時 

原則として、平日（月曜日から金曜日まで）の午前９時から午後９時までの間とする。

ただし、施設管理者等の都合により、上記以外でなければ対応できない場合には、区

と協議したうえで休日や夜間に行う場合もある。 

（６）再委託 

本業務は、第三者に再委託することはできない。 

 

２ 参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７

条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。また、同

条第２項による措置を現に受けていないこと。 

（２）世田谷区の競争入札参加資格名簿に登録されていること。 

（３）世田谷区から入札参加禁止または指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）都道府県民税・市区町村民税に滞納がないこと。 

（５）平成３０年度を含む過去５ヵ年度の間に、自治体における電話相談業務、電話受付業

務等の受託の実績を有すること。 

（６）一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」または「情報セキュ

リティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」の認証を取得しているこ

と。 

 

３ 提案書の提出者を選定するための基準 

 本件では、提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 

 

４ 提案書を特定するための評価基準 

（１）第一次審査 

ア 法人関係書類に関する事項 

イ 運営方針に関する事項 

ウ 運営体制に関する事項  

エ 危機管理体制に関する事項 

  オ 経費に関する事項 

  カ 事業日程に関する事項 

（２）第二次審査 

第一次審査による評価及びプレゼンテーションによる評価 

 

５ 手続き等 

（１）本件担当部課 

〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４丁目２２番３５号 

   世田谷区世田谷保健所 健康企画課 担当 増田 

（世田谷区役所第２庁舎１階２番窓口） 
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    電話：０３－５４３２－２４３３ 

ＦＡＸ：０３－５４３２－３０２２ 

    E-mail: SEA02013@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

（２）説明書の交付期間・場所・方法 

①期間：平成３１年（2019年）３月２８日（木）から４月１０日（水）午後５時まで 

②場所：世田谷区ホームページでの閲覧 

③方法：世田谷区ホームページからのダウンロードによる 

   区ホームページのトップページ＞くらしのガイド＞福祉・健康＞ 

 健康・保健・衛生＞健康への取り組み 

（３）参加表明書の提出期限・場所・方法 

① 期限：平成３１年（2019年）４月１０日（水）午後５時まで 

② 場所：（１）に同じ 

③ 方法：持参またはＦＡＸ（ＦＡＸの場合は要事前電話連絡） 

（４）提案書の提出期限・場所・方法 

① 期限：平成３１年（2019年）５月１０日（金）正午まで必着 

② 場所：（１）に同じ 

③ 方法：提出日時を事前に電話連絡のうえ、世田谷保健所健康企画課まで持参。 

 

６ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金 不要 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）当該業務に直接関連する以下の業務の委託契約を締結する予定の有無 

【世田谷区受動喫煙相談コールセンター運営業務委託】 

（５）関連情報を入手するための照会窓口、５（１）本件担当部課に同じ 

（６）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案   

書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（７）企画提案書類等の著作権は応募者に帰属するが、区において情報開示等必要な場合は、

当該企画提案書類等の内容を無償で使用できるものとする。また、成果物の著作権は、

区に帰属する。 

（８）参加表明書及び提案書の作成・提出などにかかる費用については、世田谷区では一切

負担しない。 

（９）事業者からの提出物は返却しない。 

（10）提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加者は失格とす

る。 

（11）本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案の内容に区は拘束されな

い。 

（12）詳細は提案要求説明書による。    
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